
／へ

（
~~、

情報セキュリティポリシーに関するFAQ 最終更新日2021.7.1 情報政策課情報セキュリティ室情報セキュリティ係

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 同答 掲載日 掲載順

〆

司法委員となるべき者や参与員となる（き者ほ
非常勤職員に含まれますか。

一

ー－－一一 －－－－－－マーー

０
０
０
８01情報セ

キュリティポ
リシーの適用
範囲

非常勤職員
司法委員
参与員

第1章の第
1 当

1
H30.11．30 1

）

裁判所で取り扱う情報のうち了■－－ ‐ ‐‐】
l ■■■■こ該当する
のは，それぞれ具体的にどのような情報です
か。

【‐ ‐ー‐‐ ‐‐ ．一~､－－ ‐~一一~‐~］

【ｰ

【‐ ］

，】

，1

1′

削別・判断方法については，ガイド
ブック図表2の「基本的なフローチャート」にわかりや
すく記載されていますので，同図で御確認ください。

01情報セ
キュリティポ
リシーの適用
範囲 匡二

対策基準
3． 2，
3． 3

第1章の第
2

2
H30.11.30 2

’

’
1

１
１
１

｜
｜
，
’
’

一
一
一

．
’
一

Ｐ
－
Ｌ
ｒ
・
Ｌ

‐~］
－

】

】

トー－－－ ＝＝二一一一

■■■■■ 】
「

■■■■■■ － －J

なお,裁判部門と司法行政部門間の情報の移動時の考え
方については，掲載順26を参照してください6

情報セキュリティポリシーの対象として扱う必
要がありますか。

三

01情報セ
キュリティポ
リシーの適用
範囲

書面
対象
適用範囲
同一の情報

第1章の第
3

3
H31.4.15 25
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（

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載日 掲載順

総務課の職員貸与パソコンにおい可 １
１
１

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

０
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
■

0■■ま情報セキゴリティポリシーの対象になり
ますか｡ ．

e1情報セ
キュリティポ
リシーの適用
範囲

裁判事務
司法行政事務
司法行政目的
KEITAS

第1章の第
3

4 H31.4.15 26

'1

なお，一團
一考え方については，掲載

|順牽を参照してください。 ｝

写
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、

｜ 、 ﾛ ﾛ

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載日 掲載順

‐ 医取り扱う情報システムに関して, ‐Q－－－－

ユーザサボートに問合せ等のメールをすること
がありますが，このような情報は,■■■■■■

どち
1

らにあたりますか｡
また，このような情報をやり取りするに当たっ
て,どのようなことに留意すればよいですか｡．

、

■■■■■■
情報システム
ユーザサポー

ト
【‐ ,;】

【

I 」

■■■■
格付
明示
提供の許可
パスワード
■■■■■■■

■■・

皇留意事項について＞
’a

． I
’ p 守

ｉ
１
１

01情報セ
キュリティポ
リシーの適用
範囲

第"1章の第
3

5 R1_617 38

|’

■

凸

■■■■
ノ

’

’
、 I

1■B
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一、

~､
』

1

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示|順 分類 キーワード 質問 回答 掲載日 掲載順

MINTAS及びKEITASにおける，ユーザサ
ボートヘの問合せはL Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
’
１
０
１
１
１
１
１

MlN･TAS
KEITAS
ユーザサポー

ト ．

あると
のことですが,MINTAS等におげ弓問合せに
あたってどのような点に留意する必要がありま
すか。

二
１01情報セ

キュリティポ
リシーの適用
範囲

一
一
謝
転
一
■
》

6
R1.6.17 39

’
一
一
一
一

L

I
I _ ）

'一 裁判所外へ情報を提供する場合についても，格
付の明示を行う必要がありますか。
言 三二二二

I

９

1 1 1

ト
02情報の区
分

第2章の第
3の2(1)

7
H31.4.15127

1 。

【一 三三一 １
１

■

－

戸

』

。
■

日

日

ﾛ

〃
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〆一､
、

〆

（

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載日 掲載順

情報セキュリティガイドブックには．【ー~~一1

0Iという方法が記載されていますが，
電子メールにファイルを添付する場合は，メー
ル本文の情報と添付ファイルの情報のどちらを
基準として格付すればよいですか。

I

格付
明示
メール

添付ファイル
メール本文

02情報の区
分

対策基準
3．2．2

第2章第3
の2の(1)

8 R1_5.27 29
■■■■■

、

I

電子メールで取り扱う情報の格付について，
|

L

が，そのようなメール自体は，機密性2情報に
あたると考えてよいか。

（ ‐ ー一－－】
メール

機密性
格付
署名
電話番号
内線番号
メールアドレ
ス、

１
１
１

、 －－02情報の区
分

対策基準
3．2．1(1)

第2章第3
の1の(2）

9 R1_527 30

改定情報セキュリティポリジーの施行前に他の
局課や他の部署が作成した情報について，施行
後，提供，運搬その他の取扱いをする際には,。
その都度，担当部署に格付を確認し，取り扱う
者において格付を明示するという取扱いが必要
になるか。

．また,提供，運搬その他の取扱いとは，執務
室内で完結する決裁の参考として文書を印刷し
て利用するような場合も含まれるのか。

. 1 F－三~て一 ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

、
匡

経過搭置
格付
明示

02情報の区
分

対策基準
付記3

10 １
１

R1.527 31

I

１
１
－

t一つ
L
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I

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

掲載順掲載日回答質問表示'lllg 分類 キーワード

r一一 一一．.－1
I

L 」

１
１
１
ｌ
１
１
Ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

｜

｜

’

一
一

～

勺

格付
明示漏れ

対策基準
3．22

第2章の第3
の2

02情報の区
分

32R1.52711 I

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１

一
一
一

I

一一
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〆~、／
e

、 、

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード

ー

質問 掲載順回答 掲載日

一

例えば次のような場合など，格付の決定（仮の
決定を含む。）を機密性1から機密性2に変更
した場合にはどのような手続が必要になります
か。

①意思決定の途中段階から最終の意思決定まで
の間に格付を変更した場合

②既に変更前の格付に基づいて，情報を提供を
していた場合

辺

③既に変更前の格付に基づいて，情報の周知
（文書の交付等）をしていた場合

』
画
画
・
ロ
ロ
ロ
』
】
』
』
ロ
ロ
ロ
】
■
】
二
・
口
』
■
】
】
】
■
】
】
』
■
】
弓

一

一
ｉ
一
一
峰

）

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

■ ■■■■

格付

格付の変更
明示
機密性
施行先
提供先

02情報の区
分

03情報の取
扱い

第2章の第3
の2の(3）

12 I■■■ R1.527 33

｢､~ ー

匡三

巨
里

’

トー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

I
一

’
一
一
一 I
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グーー、

ノ
、

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載順掲載日

施行日前に既に存在している情報についても格
付等を明示する必要があるのですか｡､． 一
一 ＝ニヨ対策基準

H30.T1.30
付け付記3

03情報の取
扱い

施行前の情報
過去の情報

13 第3章 H3011.30 3一要があります｡“
(対策基準の付記第3項に経過措置について記載していま
す｡-）

rPロ

ー助設置されていない支部・独立簡
裁において，情報（電子データ）の保存（バッ
クアップの保存も含む。）はどのようにすれば
よいですか。ネットワークHDD等を購入して
利用してもよいですか。 巨 １

－－ 1

１
－

保存場所

一
支部
独立簡裁

第3章の第
2の2「情
報の|呆存」
の(1)

対策基準
3． 1．2の

（1）

１
０
１
１

03情報の取
扱い

14 H30.11.30 4

（ I

〆

執行官が，特定の事件に関する調書，現況調査
報告書案等の電子データを当該事{牛が係属する
A庁とは別のB丘に運搬する際にも,■■■■■

得る必要がありますか。

一
・
一

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

／

第3章の第
3の3－
［ ！｝

q■■■刀運
搬に必要な
手続＞の(1)

対策基準
3． 3． 3の

（1）
通知
一第6の1

I03情報の取
扱い

運搬
執行官

15 H30.11_30 5

ー

ｌ
■
Ｉ
■

－

‐

'4

L

、

I

〆

|曇菱饒豊誹を蕊蜜産笛いる
吃得る

必要がありますか。

L一 I第3章の第

3の3ー
【． 二】

ー運
搬に必要な
手続＞

上訴記録

一
運搬 ，

■■■■■■■
●‐

対策基準
3． 3． 3の

（1）

03情報の取
扱い

16 R1617 40

、

ノ
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ヘ

〆一、

《匙

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 向答 掲載日 掲載順

〈

一

一
一 １

１
１
１
ﾛ■■■

運搬
バックアップ
メモ

画面ショット
情報処理

＝の程度のメモを残せばよいのですか。

※
1

－ ‐_'】

仁
に
仁

対策基準
3． 1．4の

（3）

第3章の第
3の5の(3)
のオ

03情報の取
扱い

17
H3011.30 6

）

I

【－－ －－－－ －~一~~－~~~~~－－－~－】■

I ■■■■|’ ．

■■■■■■を行います。このような場合は，許
可や届出は不要ですか。

匡
匡
巨

－

）
1

I

I

I

I
I

I

D
I

サ

対策基準
5． 3． 1
5． 3． 3

・・

I支給外端末
スマートフォ
ン

タブレット
運搬
情報処理

０
４
５
７

ｓ
ｅ
懲
罰
詞
詞

第3章の第
3の5凧2）

03情報の取
扱い

18
H30.11.30 7

’

※

■I■■■

ノ

『テーーテー ー－－－ ‐~－司
I．

{ゞ

■■■■■■■■しています。このような場合
は，情報セキュリティ上の手続等は必要です
か。

I
Ｆ
ｔ
ｋ
Ｆ
ｒ
畝

１
１／

■■■
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

対策基準
〕、 3． 1
ﾗ． 3． 3

５５

・・

支給外端末
スマートフォ
ン

タブレット
情報処理

０
４
５
７

ｓ
Ｂ
識
謝
謝
謡

I

｝
03情報の取
扱い

第3章の第
3の5凧2）

19
H30.11.30 8

L

※

■■■■

〉
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一、

、
ノ（

一

。
ロ I ロ

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 同答 掲載日 掲載順

■

裁判所外での情報処理を行うために許可を得る
裁判所支給外端末は，家族と共用してもいいで
すか。

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

’ 三

一

で一国うした事故を防ぐたi尽

めに，次の点に注意してください。
①家族間でアカウントを共有しないようにする。これ対策基準

5． 3． 1

5． 3． 3
通知

により，家族の誰かがウイルスに感染したりファイル共
有ソフトをインストールしだとしても，別の家族のデー
タへの影響を低くすることができます。
②通常時は一般ユーザ権限で利用する。これにより，
危険性の高いソフトウェアを家族が不用意にインストー
ルする可能性を低くすることができます。
（総務省「国民のための情報セキュリティサイト」よ
り）

誘諦| _20l03Wp" H3011.30 9４
５
７

１
１
１

第
第
第

ｰ

’

ー

※
一
一

｝

心ﾛ ﾛ 1

※

一般ユーザ権限と管理者権限：管理者権限はそのパソコ

ﾛ ﾛ ■

I ｜ 、

ンに対する全ての操作を行えますが，一般ユーザ権限
は，システムの設定やソフトウェアのインストールなど
セキュリテイに影響する－部の操作が制限されます。

1 1 ．

」

裁判所支給外端末を職場に持ち込んで判決の起
案をする場合の必要な手続等を教えてくださ

』

。
グ

ー
一
一
一
一

－

匡
一

い。対策基準
5． 3． 3の

（2）
通知
第14の2
第17の2

支給外端末
持込み
情報処理

L §
03情報の取
扱い

第3章の第
3の5の(2)

L21

） HS0.11.30 10

二 ’ ｜ ’ ’
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、
１
１

、
〃

、一〆

、

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載順掲載日

執行官が裁判所支給外端末を執行官室に持ち込
んで調書や現況調査報告書などを作成する場
合，どのような手続を経る必要がありますか。

一

口

一

１
１
１

－

一

１
１

対策基準
5． 3． 3の
（1）
通知
第14の2
第17の1

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

■■■■■‐ 、
一

支給外端末
執行官
情報処理

03情報の取
扱い

第3章の第
3の5の(2) 匡

匡
仁

22 HS0.11．30 11

｜
’

’

執行官室で購入して同室に備え置かれている裁
判所支給外端末に事件データを入力するなどし
て事件受付事務等を行う場合，どのような手続
を経る必要がありますか。

１
１ー対策基準

5． 3． 3の

（1）
通知
第14の2
第17の1

一

I

支給外端末
執行官
情報処理

I03情報の取
扱い

第3章の第
3の5奴2）

1

123 ） H30_1130 12

〆

専門委員が裁判所支給外端末を利用するに当
たって，本務辰の情報セキュリティ責任者の許
可を得ている場合には，併任庁には許可を得な
くても差し支えないですか。

また，先に併任庁で許可を得た場合に，重ねて
本務庁で許可を得る必要がありますか。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

・対策基準一
5． 3． 1
5． 3． 3の

（1） ・
通知
第14
第15の1
第17の1

１
’
１
－
’
一
一

支給外端末
専門委員
情報処理

03情報の取
扱い

第3章の第
3の5の(2)

24
HsO11.30 13

一
一
一

『 I
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〆~、
）

〆

、

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載順掲載日

裁判所職員以外の第三者'三＝一
ファックスで送信する場合も■■＝‐_画
得る必要がありますか。

※

ド ‐ ］

|_‐ _｣】

．
・
一
‐

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ＝

■■■

※．

■■■

＝
■I■■
1■■■
■I■■
I■■■

I
対策基準
3． 2． 5
3． 3． 3

第の
３
章
の
３
４
第

03情報の取
扱い

ファックス
提供

25 H30.11.30 14ｌ
Ｉ

｜
画

’
裁判員候補者選任の事務のため，選挙管理委員
会など地方公共団体等と， 0 ■■■■刀やり取
りを行います。この場合で 〈必要
なのですか。 、

※

】

一
一
「

１
１
１
１
１
１
１

第3章の第
4．の3＜0■

I 】

■刀提供に
必要な手続
＞の(1X2)

提供
提供に代わる
決裁

対策基準
3． 2． 5の

（2）

ノ
03情報の取
扱い

26
H30.11.30 15I

）

、

＝
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ﾛ一一、〆ヘ

ｌ

、

I

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 掲載順向答 掲載日

自らが起案した職務に関連する文書について，
掲載原稿として当該文書の電子データ又は出力
した書面を出版社に直接提供します。いずれ出
版され公表されることが予定されていますが，
情報セキュリティポリシー上，どのような手続
をとる必要がありますか。

出版が予定されている原稿であっても，公表前である以
上，以下のとおり，情報セキュリティポリシー上の手続
をとる必要があります。 ．

1
J一一一一一一一一一一一一一

１
１
１
１
卜，

一

一

‐

｝
提供

公表予定の情
報

対策基準
3．2．5
3.33

03情報の取
扱い

第3章の第
4の3

１
１
１
１

27 H30.11.30I 16

一
一
一
一
二
一

’

１
１
１
１

、

裁判官自身が出版社に判決要旨を提供する場合
は，提供の届出は必要ですか。

』

１
１
１
１
１
１

1

1

1

1

第3章の第
4の3｡

【,； ］

■■■■刀
提供に必要
な手続＞の

（1）

対策基準
3． 3． 3の
． （2）

提供
判決要旨
出版社

03情報の取
扱い

28 H30.11.30 17」ン

１
１
１

’

~

1
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〆~、一～

１

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 掲載日 掲載順分類 キーワード 質問 回答一

I
裁判所外の者とメールをやり取りする際におい
て, 1 一－二

’

｜

’
岸
岸
』
岸
岸
岸
岸
ト
ド

~】
ド等の措置を講ずる必要がありますか。

．…←
提供

メールアドレ
ス

対策基準
3． 1． 3の
(1)

03情報の取
扱い

第3章の第
4の4の(1)

29

一
一
一

’
ｈ
１
７
コ
Ⅲ

I1

一 ）

１
１

対策基準
4．2．7．

1の(2)のア
同(3)のア

メール送受信
私的メール
個別の許可

第3章の第
5のSの(2)

（3）

03:情報の取
扱い

30 19HS0.11.30

|鰹唐鶚答踊認圃；て要機密情報等を
L 一 】

I Ⅲ （ガイドブック）とあります
が, 【‐ ．］

－－ーがよいですか。

※

巨
二二二二 １

１
１

）

メール送受信
私的メール

対策基準
4． 2．7
1の(4)

03情報の取
扱い

第の
４
章
の
３
５

－
弟3●1

H30.11.30 20
）1

，］LL

14/21
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Ｌ

１

０

ｊ

へ一一一～

I

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 同答 掲載日 掲載順

私的メールアドレスを利用して要機密情報等壱
受信した場合において, 【‘ ．

■ﾛ■とされていますが,これ'一
『 － －囮ですか。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

二二一一一一
1］

１
１
１

１
１
１ ！］

メール送受信
私的メール
保存

対策基準
4． 2． 7
1の(4)

J｝OS情報の取
扱い

第3章の第
5の4の(3)

32 H30.11．30 21
－－－－）

r

執行官（総括執行官を除く。）ば~~許可を受け
た執行官室の裁判所支給外端末で，裁判所外の
電子メールサービスを利用して，裁判所の職員
以外の第三者（評価人等）との間で要機密情報
等を送受信することはできますか。

※ ＝

一
一
一
一
！

１
１

）

）

■
帆
■
Ｉ
■
■
■
■
ｌ
■

メール送受信
執行官
提供
私的メール
情報処理

’
対策基準
4． 2．7．
1の(4)

第3章の第
5の4

03情報の取
扱い

）
33 H30.1130 22

I

裁判所支給外端末をJ・NET回線に接続する
ことはできますか。 １

１
’

支給外端末
J･NET回線
情報処理

｜

I
03情報の取
扱い

対策基準
4． 2． 8

34
H30.11.30 23

）

一
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一一・へ

一や、、

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載日 掲載順
､

非常勤職員が自宅等で情報処理を行うに当た
り，要機密情報等を運搬する際に非常勤職員の
私物のUSBメモリを職員貸与パソコン等に接
続することは許容されますか。
また，運搬の際の■I■■ Iざどのよ
うにしたらよいでしょうか。

－ーー－－＝－－一

１
１
１

｝

１
１
１外部電磁的記

録媒体
非常勤職員
私物

事務の遂行に
必要不可欠
q■■■■■■

■■■■－－－－対策基準
3．1．4（1）
同(3)
同42．9(1)

第3章の第3
の3

同第3の4の
（2）

03情報の取
扱い

１
１
１

35 R1.527 34

I

１
１
１
１ー

）

へ

、

／

／
16/21



／一~、
〆

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 同答 掲載日 掲載順

次のような場面で電子データが格緬された媒体
を運搬する場合, I _ l
r~－
L－－－‐■■■ざどのようにすればよいで
すか。

①裁判事件の処理のため，法廷から執務室へS
Dカードを運搬する場合
②証拠物の電磁的情報を運搬する場合
③司法行政事務として，ビデオカメラ等で記録
媒体に記録した電磁的情報を運搬する場合
④証拠保全において提供を受けた電磁的情報を
運搬する場合

~了~~一言 －‐~~宣宣一 １
１

｝

I

一、

１
１
１
１

一
一
岨

）

鐸
一
■
一
一
一
一
斗
榊

１
１
１
１

巨
匡
巨
匡

■

対策基準
3．1．4の(2)
同(3) 、

03情報の取
扱い

第3章の第
3の4

36
R15.27 35

I

）

申

１
１
１

由

一

）

）

１
１
１

｜
ひ

′－

～

、

一
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〆.一、、
〆
父

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載順掲載日

ｒ
ｉ －－~－－~－－－~一一~‐－1

■とは，具体的にどのように考えれ-IHI

「－ －－.一一~－

‐－－~－－~信一一一~一~~ー~－－I
}

■列えば次のような者が考えられます。ばよいですか。
、

一
一
一

１
１
１
１

l.

ｒ

Ｏ

Ｉ

砧

）
｝

.更 一一一一_一 ‐ ------ ■
■
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

匡
匡
巨
匡

界

へ

機密性2

■■■■■
許可

03情報の取
扱い

対策基準
32．5

第の
３
章
の
３
４
第

37 R1.5.27 36

１
‐
４

}

ミ

I

18/21
一

一



〆■､
〆

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 掲載日 掲載順同答

訴訟代理人（弁護士，司法書士）との期日調整
等の場面で，裁判所のメールアドレスを利用し
て代理人と電子メールでやり取りを行うことは
情報セキュリティポリシー上問題があります
か。また,,可能な場合，どのような手続が必要
ですか。

訴訟代理人等職務上必要のある相手方との間で，期日調
整等の事務のために電子メールをやり取りすることは，
情報セキュリティポリシー上問題はありませんb

ー

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

対策基準
42．7．1

の(1)
3．1．3
3．2．5
3．33

一

メール送受信
提供

第
第

の
３
の
３

章
の
章
の

３
５
３
４

第
第

rｰ ，】

．】

L【 ‘ 。

［ －－J

※メール送信時に必要な措置については，掲載順42
を参照してください。

03情報の取
扱い

38 R37→1 41

通知第6，
12

第

や

一

1

19/21



〆へ〆 、

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 回答 掲載日 掲載順

訴訟代理人（弁護士，司法書士）に対し，裁判
所の電子メールを利用して，要機密情報等を送
信する際にどのようなことに注意する必要があ
りますか（どのような措置が必要ですか。）。

裁判所の電子メ－ルを利用して，要機密情報等を送信す
る場合には，以下の点に留意してください。
※〔】内は，情報セキュリティガイドブック該当頁

． 】

【 －－－－－－___二 ’】

I■■■■■■I ,,】 、
、】

『
k‐_‐ ≦ 】

I■■■■■■■ ，1

1｝

L 】

－ 」
{（ 1）

【IZ －－－－－． 一】
！】

1－

【.． 』

ﾄー ＝､】 、

に ‐】
，】

I■■■■■

対策基準
4．2．7．1
の(1)
3．1．3
3．2．5
333

第
第

の
３
の
４

章
の
章
の

３
５
３
４

－
弟
一
弟

メール送受信
提供

03情報の取
扱い

39
R3.71 42

通知第6，
12

第

『－~－ ’

１
１i

I． ‐…1
ざ ~

メールを受信する際に必要となる手続はありません。
ー－

訴訟代理入等裁判所外からのメールを受信する
際に必要な手続はありますか。 １

１
I対策基準

4．2．7．1
の(1)
3．1．3
3．2．5
3．3．3

通知第6，第
12

I

IＩ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

メール送受信
提供

03情報の取
扱い

I一
弟の
３
章
の
３
５

－
弟

デ

40
｝ R3.7.1 43

I

）
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〆ー、
」

'

ー

、

総長通達
対策基準
通知
の参照箇所

ガイドブッ
ク参照箇所

表示順 分類 キーワード 質問 向答 掲載日 掲載順

(‐－－~－－－－ 戸
ト
ト
ト

１
１
１

。
「
二

1

1
1

＝
一
一
ソ
一
一

04職員が利
用する情報処
理端末

ID

サーバ
サインイン

対策基準
4． 2． 2

41 H30.11.30 24

臣
I

■
■
■
、
■
Ｂ
■
Ｉ
■

|

D

I．Ｅ
匡
匡

支給外端末の
利用
OS

アンチウイル
スソフトウェ
ア

スマートフォ
ン

04職員が利
用する情報処
理端末

対策基準
533

唾
卸
章
、
寒
の
Ｉ
岸
候

42 R1.5.27 37

I

M各庁における判
情報セキュリティ係まで照会して断が難しし膓合には，

ください。

一
一

■
脈
■
■
Ｉ

~

年1回
許可
届出

裁判所支給外
端末
経過措置

一
一
一
‐
一
』

43 05その他 H31.4.15 28I

「
I ロ

L一
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